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令和７年１０月２４日 

保健医療福祉推進課 

 

地域における在宅療養連携の更なる推進に向けた取組みについて 

～地域医療構想調整会議 在宅療養ワーキンググループに向けた意見交換～ 

 

１ 主旨 

  東京都では、「東京都地域医療構想調整会議」（事務局：東京都）の下に、在宅療養に

ついて議論・意見交換をする場として、「在宅療養ワーキンググループ」を設置してい

る。 

前年度と同様、各構想区域（世田谷区は、目黒区、渋谷区とともにで「区西南部」に

位置付けられている。）ごとに開催される在宅療養ワーキンググループの実施にあたり、

事前に各区にて関係者間で地域の現状・課題についての意見交換を行い、その結果を在

宅療養ワーキンググループにて共有することとなった。 

  世田谷区では、「医療・介護連携推進協議会」を在宅療養ワーキンググループに向け

た意見交換の場とし、下記３のテーマ（２件）について、本会議でご議論いただきたい。 

 

２ 東京都地域医療構想調整会議について 

  「東京都地域医療構想」は、医療法第 30 条の 4 に基づき定める「医療計画」に掲げ

る事項の一つであり、東京の医療提供体制を維持・発展させていくための指針となるも

のである。各構想区域における 2025 年の医療需要と「病床数の必要量」について、医

療機能（高度急性期・急性期・回復期・慢性期）ごとに推計し平成２８年７月に策定さ

れた。各医療機関から都に対し、現在の病床機能と今後の方向性等を「病床機能報告」

により報告されている。 

「東京都地域医療構想調整会議」は、医療機関、医療・介護の関係団体（医師会等）、

保険者などで構成され、病床機能報告制度による情報等の共有や、各医療機関の病床機

能の分化・連携に向けた協議など、地域医療構想を達成するための協議が行われている。 

なお、現行の地域医療構想は、2025 年までとなっており、85 歳以上の高齢者の増加

や人口減少がさらに進む 2040 年頃を見据えた課題に対応するため、現在、新たな地域

医療構想の策定についての議論が進められている。 

   

３ 議論のテーマについて 

「これまでの振り返りと 2040年に向けた取組の方向性について」 

① 平成 30 年度から全区市町村で介護保険法上の「在宅医療・介護連携推進事業」が

実施されるなど各区市町村において、在宅療養体制の構築が進められているが、こ

れまでの取組を振り返って評価できる点、改善すべき点はどのような事項か。 

② 現行の地域医療構想では病床の機能分化及び連携が中心だったが、新たな地域医療

構想では外来･在宅、介護連携等も対象となる中で、これまでの取組と評価を踏ま

え、今後どのような方向性で取組を進めるべきか。 

 

※本会議でご議論いただいた内容を集約し、令和７年１２月２日（火）に東京都で開催

する区西南部の在宅療養ワーキンググループにて報告する予定。 

 



2040年に向けた課題及び取組の方向性
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❶ 国の新たな地域医療構想の概要
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❶ 国の新たな地域医療構想の概要
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❶ 国の新たな地域医療構想の概要
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❶ 国の新たな地域医療構想の概要
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❶ 国の新たな地域医療構想の概要 令 和 ７ 年 ２ 月 2 6 日
第１１５回社会保障審議会
医 療 部 会 資 料
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❶ 国の新たな地域医療構想の概要 令 和 ６ 年 ９ 月 6 日
第８回新たな地域医療構想等に
関 す る 検 討 会 資 料
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❶ 国の新たな地域医療構想の概要 令 和 ６ 年 1 2 月 ３ 日
第１３回新たな地域医療構想等
に 関 す る 検 討 会 資 料
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❶ 国の新たな地域医療構想の概要 令 和 ６ 年 1 １ 月 ８ 日
第１１回新たな地域医療構想等
に 関 す る 検 討 会 資 料
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R4~R6意見（全区域分の意見を集約） 抽出される課題

（
高
齢
者
救
急
含
む
）

救
急
医
療

・高齢者救急受入れが増加し、急性期病院は介護に慣れておらず、職員の
業務負担が増加【区中央部、区南部等】

・高齢者救急受入れによるADL低下が見られ、自宅に帰ることが難しくなる
【区南部、区西南部、区西北部、北多摩西部等】

・認知症患者の救急受入れと退院調整が難しい
【区中央部、区南部、区西南部、区西部、区西北部等】

・認知症患者の救急受入れについて行政との連携が必要【北多摩西部等】

・高齢者施設の急変時対応が今後の課題【区東北部等】

・精神病床の患者の急変時対応が難しい【区東北部等】

✓ 高齢者救急受入れの増加

✓ 認知症患者の救急受入れ

✓ 高齢者施設の急変時対応
 

在
宅
療
養

・高齢者救急受入れに対応するため、後方支援病院の活動と在宅フォロー
が重要【区中央部等】

・退院後の医療から介護、福祉、生活への連携が弱い
【区西南部、北多摩北部等】

・独居高齢者が非常に多く、社会的背景が脆弱な方も多い
【区南部、区西北部、区東北部等】

・独居高齢者とキーパーソンの高齢化が進んでいる【区西部等】

・患者及び家族とのACP等についてのコミュニケーションが必要
【区西南部、区西部、区東部、西多摩、北多摩南部等】

✓ 後方支援病院と在宅フォロー
の必要

 
✓ 独居高齢者の増加と社会的

背景への対応

✓ ACP等のコミュニケーション
の更なる促進

 

❷ 2040年に向けた都の課題（例）

９

直近の調整会議における意見から抽出される課題

※ 構想区域別の意見は、参考資料２参照



R4~R6意見（全区域分の意見を集約） 抽出される課題

連
携

・各病院の連携室の機能が今後ますます重要になる【区中央部、区西北部等】

・連携パスの条件により調整が進まない【区西部等】

・病院間の情報提供と行政との情報共有が必要【区中央部、北多摩南部等】

・転院調整の際にACP情報を共有することが重要【区東部等】

・かかりつけ医と病院との患者情報の共有が非常に大切【区中央部、南多摩等】

・地域の医療機関同士での情報共有が必要【北多摩西部、北多摩北部等】

・医療と介護の連携が今後ますます重要になる【区南部、区西南部、西多摩等】

・高齢者救急に対応するため、在宅や訪問診療との連携が必要
【区中央部、区南部、区東部、北多摩西部等】

✓ 連携室の更なる機能強化

✓ 病院間および行政との情報
共有

✓ かかりつけ医との情報共有

✓ 医療と介護の更なる連携
 

そ
の
他

・看護師や医師の確保が重要【区東北部、南多摩、北多摩南部等】

・看護師不足で病床を開けられていない
【区中央部、区西南部、区西北部、区東部、西多摩、北多摩北部等】

・（病院ごとの医療機能に対する理解が進んでいないこと等に起因する）
家族からの要望への対応に時間がかかる、マンパワー不足
【区西南部、区西部、北多摩南部等】

✓ 看護師や医師の不足

✓ 家族等からの要望への対応

✓ 家族等の医療への理解促進

❷ 2040年に向けた都の課題（例）
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直近の調整会議における意見から抽出される課題

※ 構想区域別の意見は、参考資料２参照



❸ 意見交換「2040年に向けた課題及び取組の方向性」

11

【意見交換のための参考資料】

「地区診断」のため

の関連データ

国の研修会で示された構想区域ごとの「地区診断」のための関連データ
（DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」）

⇒ 参考資料３：「地区診断」のための関連データ

2040年に向けた都の課題（例）を念頭に、

✓ 自院での現状を踏まえて、自圏域に当てはまる課題やその他の取り組むべき

課題があるか

✓ その課題に対して、これまでの都の取組を踏まえて、新たに取り組むべき
方向性があるか

これらの観点から、

2040年に向けて、自圏域として重点的に協議すべき課題と取組の方向性

に関して意見交換をお願いしたい。
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